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中国大陸と台湾における第三者再審制度⑴
─日本法への示唆を兼ねて─
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I は じ め に

確定判決の効力は，訴訟の当事者に対して生じるのが原則であるが，例
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外的に第三者に拡張されることがある。これは，第三者の視点からみれ
ば，自らが当事者として関与しなかった訴訟の結果によって不利な拘束力
を受けることを意味する。こうした不利益を正当化するためには，その拘
束力によって第三者が不当な損害を被ることがないよう，十分な手段が講
じられる必要があり，そのような手段の ₁つとして，第三者再審が挙げら
れる。ところが，日本では，第三者再審制度は，当初は明治23年民事訴訟
法（以下，「明治民訴法」という。）に存在していたが（明治民訴法483条），
大正15年の民事訴訟法改正において詐害防止参加制度の導入に伴い，廃止
された1）。学説では，これは立法者の過誤によるのではないかとの考えか
ら，立法政策として第三者再審の復活を志向するものが少なくない2）。そ
こで，現行民事訴訟法（以下，「日本民訴法」という。）の制定過程におい
ては，第三者再審の復活は，検討事項として提示され3），しかも，賛成の
意見が多数であったようにみられるが4），最終的には，立法には至らなか
った。このような状況のもと，解釈論としては，詐害訴訟の場合につい
て，代理権欠缺との類似性から，日本民訴法338条 ₁ 項 ₃ 号の類推適用に

1） その経緯に関して，上田徹一郎＝井上治典編集『注釈民事訴訟法⑵当事者
⑵・訴訟費用（第 ₂版）』（有斐閣，1992年）178頁以下（河野正憲執筆部分）
を参照。
2） 斉藤秀夫ほか『注解民事訴訟法⑵当事者（第 ₂版）』（第一法規出版，1991
年）246頁（小室直人＝東孝行執筆部分），新堂幸司『新民事訴訟法（第 ₅版）』
（弘文堂，2011年）826頁，上田徹一郎『民事訴訟法（第 ₇版）』（法学書院，
2011年）570頁，三木浩一ほか『民事訴訟法』（有斐閣，2013年）451頁。

3）「民事訴訟手続に関する検討事項」（1991年）第十四・二・ ₄。
4） 賛成の意見に関して，栂善夫「『民事訴訟手続に関する検討事項』に対する
意見ず」青山法学論集34巻 ₂ 号（1992年）57頁，西村宏一ほか「民事訴訟手続
きに関する検討事項についての意見」法の支配89号（1992年）149頁，石渡哲
「『民事訴訟手続に関する検討事項』についての意見⑷」法学研究66巻 ₅ 号
（1993年）135頁などを参照。反対の意見に関して，鈴木俊光＝納谷廣美＝高地
茂世「『民事訴訟手続に関する検討事項』に対する意見（回答）」法律論叢65巻
₁ 号（1992年）52頁を参照。
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よって第三者に再審の訴えが認められるとする立場と5），詐害訴訟を一種
の執行妨害として捉え，その処罰に基づいて，同項 ₅号の類推適用によっ
て第三者に再審の訴えが認められるとする立場がある6）。最決平成25年11
月21日金判1431号16頁は，前者の立場を採って，解釈上，第三者再審を認
めたはじめての判例であり，事案の概要は次のとおりである。
株式会社 Y2は，Xの新株予約権に基づき，新株を発行したが，Y2の株主

である Y1は，Y2を被告として，主位的に本件新株発行の不存在確認を，
予備的に本件新株発行無効確認を求めて訴訟を提起した。Y2は，第一回口
頭弁論期日に請求原因事実をすべて認める旨の答弁をしたが，裁判所は，
本件訴訟にかかる判決が第三者に対しても効力を有することを考慮して自
白の成立を認めず，当事者の双方からそれぞれ申出のあった書証を取り調
べたうえ，更に請求原因事実についての追加立証を検討するよう当事者に
対して指示し，第二回口頭弁論期日に被告からの追加申出の書証を取り調
べたうえ，口頭弁論を終結し，第三回口頭弁論期日に主位的請求棄却，予
備的請求認容の判決を言い渡し，この判決は控訴なく確定した。これに対
して Xは，本件判決は自らに対しても効力を有するものであるが（日本
会社法838条），Yらは本件訴訟の係属を自らに知らせず本件判決を確定さ
せ，これによって自らの権利が害されたと主張し，本件判決には日本民訴

5） 船越隆司「詐害判決論」法学新報74巻 ₄ ・ ₅ 号（1967年）170頁，徳田和幸
「フランス法における Tierce-Oppositionの機能と判決効」山木戸克己教授還暦
記念論文集刊行発起人会編『実体法と手続法の交錯・山木戸克己教授還暦記念
ず』（有斐閣，1978年）202・205頁，鈴木正裕「判決の反射的効果」判タ261号
（1981年）11頁，三谷忠之『民事再審の法理』（法律文化社，1988年）32頁以
下，岡田幸宏「判決の不当取得について（四・完）」名古屋大学法政論集137号
（1991年）448頁。
6） 兼子一『新修民事訴訟法体系（増訂版）』（酒井書店，1965年）413頁，吉村
徳重「既判力拡張における依存関係㈢」法政研究28巻 ₁ 号（1961年）65頁。な
お，松浦馨ほか『条解民事訴訟法（第 ₂版）』（弘文堂，2011年）1724頁（松浦
馨執筆部分）は，詐害訴訟の場合，日本民訴訟338条 ₁ 項 ₃ 号又は ₅号など，
「なんらかの形で，再審事由の類推を認めるべきである」と説く。
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法338条 ₁ 項 ₃ 号の代理権欠缺に準じた再審事由があるとして，独立当事
者参加を申出たうえ，Yらを被告として，本件判決に対して再審の訴えを
提起した。
第一審は，対世効を有する確定判決について，裁判上の自白が判決の基

礎とされたなど，対世効による法律関係の画一的処理が図られないことと
なってもやむをえない特段の事情が認められる場合には，この判決によっ
て権利を害されたと主張する第三者は，日本民訴法338条 ₁ 項 ₃ 号に準じ
て再審の訴えを提起することができるとし，本件においてはそのような特
段の事情が認められないとして，再審請求を棄却する決定を下した。X

は，第一審で主張したのと同旨の主張をして抗告した。
原審は，詐害判決がされたことは，行政事件訴訟法34条 ₁ 項や特許法

172条など，明文の規定がある場合に限り，再審事由として認められるの
であり，「その反面，そのような法律の定めがない場合には，詐害判決で
あることを独立した再審事由として認めることはできず，従って，これを
民事訴訟法338条 ₁ 項 ₃ 号の代理権欠缺に準じた再審事由であると認める
ことはできない」と判示し，第一審の「判断基準は相当ではない」とし
て，解釈上，第三者再審を否定する立場に基づいて Xの抗告を棄却した。
そこで，Xが許可抗告を申し立て，それが受理された。
最高裁は，「上記訴訟の確定判決の効力を受ける第三者が，上記訴訟の

係属を知らず，上記訴訟の審理に関与する機会を与えられなかったとして
も，直ちに上記確定判決に民訴法338条 ₁ 項 ₃ 号の再審事由があるという
ことはできない。しかし，当事者は，信義に従い誠実に民事訴訟を追行し
なければならないのであり（民訴法 ₂条），とりわけ，新株発行の無効の
訴えの被告適格が与えられた株式会社は，事実上，上記確定判決の効力を
受ける第三者に代わって手続に関与するという立場にもあることから，上
記株式会社には，上記第三者の利益に配慮し，より一層，信義に従った訴
訟活動をすることが求められるところである。そうすると，上記株式会社
による訴訟活動がおよそいかなるものであったとしても，上記第三者が後
に上記確定判決の効力を一切争うことができないと解することは，手続保
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障の観点から是認することはできないのであって，上記株式会社の訴訟活
動が著しく信義に反しており，上記第三者に上記確定判決の効力を及ぼす
ことが手続保障の観点から看過することができない場合には，上記確定判
決には，民訴法338条 ₁ 項 ₃ 号の再審事由があるというべきである」とし
て，原決定を破棄差し戻した。
また，平成24年の民事訴訟法学会では，立法論として，第三者再審制度
の導入が提案されたことは周知のところである。
これに対して，台湾の民事訴訟法制は，近代以来，法案の構成から条文
の一字一句に至るまで，多くの面においてモデルを日本法に負うところが
大きかったが，20世紀末から，社会や国際情勢などの新たな事情に対応す
るために，抜本的な改正がなされ，日本法と異なる制度が相次いで新設さ
れており，第三者再審制度の導入はその一例である。また，同じく中華圏
に属する中国大陸では，現代的な民事訴訟法制は，歴史が長くないが，近
年発展が速く，2012年に公布された現行民事訴訟法は，第三者再審制度を
導入した7）。
そこで，本稿は，第三者再審制度について，中国大陸と台湾の立法や学
説を考察しながら，上記の判例及び立法論の問題点を検討しておく。以下
では，まず，第Ⅱ章において，台湾と中国大陸の第三者再審制度の概要を
鳥瞰し，次に，第Ⅲ章において，その制度目的を考察したうえ，第Ⅳ章に
おいて，解釈論及び立法論のいくつかの問題点を検討する。最後に，第Ⅴ
章において，かかる検討をまとめる。

7） 日本でいう「第三者再審」又は「詐害再審」は，台湾と中国大陸において，
条文上も講学上も，「第三者取消の訴え（第三人撤銷之訴）」又は「第三者取消
訴訟（第三人撤銷訴訟）」と表現されているが，本稿は，日本の講学上の表現
に従い，後述する台湾民事訴訟法507条の ₁や中国民事訴訟法56条 ₃ 項の制度
を「第三者再審」という。なお，台湾と中国大陸では，講学上，訴外第三者が
通常の再審の訴えを提起する意味において，第三者再審という表現が用いられ
ることがある。
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II 第三者再審制度の概要

1 ．台湾の第三者再審制度の概要
台湾の民事訴訟法（以下，「台湾民訴法」という。）は1935年 ₇ 月 ₁ 日国

民党政府により制定され，中国大陸で施行された沿革を有しており，1949
年国民党政府が中国大陸を失い台湾に撤退した後，1968年の大改正をはじ
めとする数回の改正が加わったものである。それは，法典の構成，条文の
内容及び解釈論の議論のいずれにおいても，ドイツと日本の立法及び学説
の影響を及ぼしているといえる。1980年代に入ってから，台湾政府による
民事訴訟法検討会の成立を契機に，いわゆる「台湾本土民事訴訟法学」8）

は形成しはじめ，これとともに民事手続法制の抜本的な改正作業は開始さ
れた。その成果として，1999年，2000年及び2003年の民事訴訟法改正があ
る。この台湾民事手続法制の歴史的な大改革においては，第三者再審制度
は，2003年の民事訴訟法改正案により，新設された。
法案の構成からみると，台湾民事訴訟法典では，第三者再審は，第五編
の一「第三者再審訴訟手続」として，第五編「再審手続」の次に置かれて
おり9），すなわち，通常の再審と異なる意味において，特別の再審に位置
付けられる。その具体的な内容は，次のとおりである。
【台湾民訴法第五〇七条の一（第三者再審訴訟手続の要件）】
「法律上の利害関係を有する第三者で，自己の責めに帰することができ
ない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼ

8） 黄國昌「台湾民事訴訟法之新展開─理論突破与立法革新軌跡之一考察」湯徳
宗＝王鵬翔主編『2006両岸四地法律発展ず』（新学林，2007年）122頁は，こう
表現する。
9） 台湾民事訴訟法典は，第一編「総則」，第二編「第一審手続」，第三編「上訴
審手続」，第四編「抗告手続」，第五編「再審手続」，第五編の一「第三者再審
訴訟手続」，第六編「督促手続」，第七編「保全手続」，第八編「公示催告手続」
及び第九編「人事訴訟手続」により，構成される。なお，第九編「人事訴訟手
続」は，2012年の台湾家事事件法の公布・施行に伴い，2013年に削除された。
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すべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかった者は，確定の終
局判決に対し，その当事者の双方を共同被告として第三者再審の訴えを提
起し，自己に不利な部分の判決の取消しを求めることができる。但し，他
の法的手続により救済を求めるべき者は，この限りではない。」
【台湾民訴法第五〇七条の二（第三者再審の訴えの管轄裁判所）】
「第三者再審の訴えは，原判決をした裁判所の管轄に専属する。
審級を異にする裁判所が同一の事件につきした判決に対して併合して提
起され，又は，上級の裁判所がした判決に対してのみ提起された第三者再
審の訴えは，原第二審裁判所の管轄に専属する。原判決が第二審裁判所を
経ないでなされたときは，原第一審裁判所の管轄に専属する。」
【台湾民訴法第五〇七条の三（第三者再審の訴えの原確定判決の効力）】
「第三者再審の訴えは，原確定判決に対する執行停止の効力を有しない。
但し，裁判所は，必要と認め，又は，申立てにより相当かつ確実の担保を
立てさせたときは，決定で10），第三者再審の訴えの申立ての限度で，第
三者に不利な部分について原確定判決の効力の一時の停止を命ずることが
できる。
前項の決定に対しては，抗告することができる。」
【台湾民訴法第五〇七条の四（第三者再審の訴えの原判決に対する変
更）】
「裁判所は，第三者再審の訴えに理由があると認めるときは，原確定判
決であって第三者に不利な部分を取り消し，また，第三者の申立てによ
り，必要なときに限り，取り消した限度で，原判決を変更する判決をしな
ければならない。
前項の場合においては，原判決は，原当事者の間でその効力を失わな

い。但し，訴訟物が原判決の当事者及び第三者再審の訴えを提起した第三
者について合一確定の必要があると認められるときは，この限りではな

10） 日本民訴法にいう「決定」は，台湾民訴法及び中国民訴法の原文において
「裁定」という用語で表わされている。
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い。」
【台湾民訴法第五〇七条の五（第三者再審の訴えの準用規定）】
「第五〇〇条第一項，第二項，第五〇一条から第五〇三条まで，第五〇
五条，第五〇六条の規定は，第三者再審の訴えについて準用する。」
同法507条の ₅にいう各規定は，再審期間，再審の訴えの提起，再審の

訴えの却下及び棄却，再審の本案審理の範囲，再審に対する各審級におけ
る訴訟手続に関する規定の準用など，通常の再審の訴訟手続に関するもの
である。すなわち，第三者再審の訴訟手続は，通常の再審の規律に従うと
される。

2 ．中国大陸の第三者再審制度の概要
先にも触れたとおり，中国大陸では，1949年中華人民共和国建国以前

は，現在台湾において施行されている民事訴訟法典も，民事裁判の基本法
として適用されていた。ところが，1949年以降，中国大陸において，同法
の全面廃止に伴って西欧型の民事訴訟法制の影響がすべて遮断されてお
り，民事裁判は，長い間，いわゆる「馬錫五裁判方式」11）をはじめとす
る，職権主義の色彩が非常に濃い裁判制度により，処理されてきた。1982
年，このような裁判実務を基にしてソビエト法に倣い，中国大陸のはじめ
ての現代的な民事訴訟法である「中華人民共和国民事訴訟法（試行）」は
制定・施行された。この法律は，大まかにいえば，総則，第一審手続，第
二審手続及び再審手続を含む判決手続及び執行手続の ₃つの部分につき，
簡略な条文を置いたものである。これを基に，中国大陸初代の民事訴訟法

11）「馬錫五裁判方式」とは，1943年から陜甘寧辺区高等裁判所隴東分区の分廷
廷長を務めていた馬錫五氏により戧設された審判と調停の性格が重なる紛争解
決制度であり，その特徴は，紛争解決の裁判者は紛争の現場に直接立ち入り，
職権で紛争の発生の経緯を調べて紛争に関する証拠資料を収集し，この過程に
おいて当事者に対して説得や教育をし，最終的には，紛争解決の目的を達する
ことにある。「馬錫五裁判方式」を紹介する日本語文献として，武鴻雁「中国
民事裁判の構造変容をめぐる一考察─『馬錫五裁判方式』から離脱のプロセ
ス」ジュニア・リサーチ・ジャーナル11号（2005年）77頁がある。
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典である「中華人民共和国民事訴訟法」は，1991年に制定・施行されてお
り，督促手続，公示催告手続など特別手続が加えられた。その後，再審手
続及び執行手続の実効性を高めるために，改正作業が始まり，2007年に中
国大陸次代の民事訴訟法典（以下，「中国旧民訴法」という。）は公布され
た。中国旧民訴法の改正過程においては，再審手続に関する修正内容の一
部として，第三者再審制度の導入も提案されていたが12），立法には至ら
なかった。この中国旧民訴法施行以来，中国大陸では，「経済の急成長に
伴い，民事事件の件数が大幅に増加して新たな事件類型が続々出現し，民
事訴訟法の現行規定は，かかる面において，司法に対する国民の要請に適
わなくなってくるため，引き続き改正作業を再開する必要がある」と指摘
され13），2010年から改正作業が再開された結果，2012年に現行民事訴訟法
（以下，「中国民訴法」という。）は通過・公布された。この法律は，第一
編「総則」の第五章「訴訟参加人」において，第三者再審制度を新設し
た。その内容は，次のとおりである。
【中国民訴法第五六条】
「第三者は，自らが当事者双方の訴訟物について独立の請求権を有する
と認めるときは，訴訟を提起することができる。
第三者が当事者双方の訴訟物について独立の請求権を有しないが，訴訟
の結果について法律上の利害関係を有するときは，当該第三者は，訴訟参
加を申し出ることができ，また，裁判所は，当該第三者に対して訴訟参加
のための通知をすることができる。裁判所のした判決により民事責任を負
うべき第三者は，当事者の訴訟権利及び義務を有する。
前二項の第三者は，自己の責めに帰することができない理由により訴訟
に参加することができず，かつ，法的効力を生じた判決，決定又は調停書
の内容の一部又は全部が誤ったことにより民事権益が害されたことを証明

12） 提案の内容に関して，西村峯裕＝周哲「江偉・孫邦清中華人民共和国民事訴
訟法改正案⑻」産大法学42巻 ₁ 号（2008年）89頁を参照。

13） 2011年10月24日付第11期全国人民代表大会常務委員会第23回会議「『中華人
民共和国民事訴訟法修正案（草案）』に関する説明」。
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できる証拠が存するときは，自己の民事権益が害されたことを知り，又は
知るべきであった日から ₆ ヶ月以内に，当該判決，決定又は調停書をし
た裁判所に対して，訴訟を提起することができる。裁判所は，審理をした
うえ，第三者の訴訟請求が成立すると認めるときは，原判決，決定又は調
停書を変更し又は取り消し，そうでないときは，第三者の請求を棄却しな
ければならない。」
すなわち，中国民訴法では，第三者再審は，通常の再審と異なる意味に
おける特別の再審ではなく，新たな訴えとして位置付けられ，法典の総則
に置かれる点で，台湾民訴法と異なる。

III 第三者再審制度の立法目的

1 ．台湾の第三者再審制度の立法目的
台湾では，第三者再審制度の導入は，1980年代から提唱されてきた新手
続保障論という理論の産物であるといわれる14）。この新手続保障論の主
旨は，次のとおりである。すなわち，憲法は，国民主権や法治国家といっ
た理念から，人間の尊厳を守るために，具体的に基本権として，財産権，
平等権，自由権，生存権に加えて，裁判を受ける権利をも国民に保障して
いる。司法過程についていえば，当事者や利害関係人は，手続上の主体的
な地位が認められ，手続主体権が与えられ，その権利義務又は地位に関す
る裁判手続について適時に適当な方法で関与することにより裁判の結果の
形成に影響を及ぼす機会ないし権利が保障されなければならない。手続主
体権者は，裁判所に対して，争われている実体的利益のみならず，実体的
利益とは独自に存する手続的利益（簡易迅速な手続の利用，煩瑣又は実益
のない手続の不利用によって節約される労力，時間又は費用）の保護をも
求めることができる。立法者が訴訟制度を設計する際にも，また裁判官が

14） 黄國昌「第三人撤銷訴訟之原告適格─評最近出現之二個裁判実例」月旦法学
雑誌139期（2006年）238頁。
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個別事案において訴訟指揮権ないし裁量権を行使する際にも，実体的利益
と手続的利益との両方を等しく追求する機会を当事者に確保するよう努め
るべきである。そうでないと，この機会を当事者に与えなかったというよ
うな裁判所の裁判活動は，当事者にとって訴訟促進上の不意打ちとなって
しまい，手続保障の建前に反するとする15）。この説は，手続保障を客観
的真実ないし正しい裁判をえるための手段にすぎないとする日本での手続
保障論と異なる意味において，新手続保障論と呼ばれる。
この新手続保障論の進展を背景に，手続保障の付与や不意打ちの徹底的
防止は， 1999年，2000年及び2003年の台湾民事訴訟法改正の先導理念とな
る16）。それを反映した立法として，第三者再審の他，職権による訴訟告
知がある17）。この ₂つの制度に関しては，立法理由書（台湾司法院提案
説明）は，次のように説く。「訴訟制度の紛争解決機能の実効性を高める
ために，特定類型の事件につき判決効を第三者にまで及ぼさせることがあ
り，これをもって，訴訟の当事者と当該第三者との間に生じた紛争を解決
する。また，判決効が及ぶ第三者の利益を守るために，この法律は，67条
の ₁において，裁判所は，事実審の口頭弁論終結前の適当な時期に，訴訟
の結果と法律上の利害関係を有する第三者に対して，訴訟係属及びその進
行程度を書面で通知することができる旨を定め，訴訟手続に関与する機会

15） 許士宦「戦後台湾民事訴訟法学発展史」月旦民商法雑誌35期（2012年）26
頁。

16） このような先導理念下の法改正の内容に関して，邱聯恭「台湾における民事
訴訟法の改革とその先導理論」青山善充ほか編『民事訴訟法理論の新たな構
築・新堂幸司先生古稀祝賀じ』（有斐閣，2001年）251頁，福山達夫「中華民国
（台湾）の司法制度改正の動き⑻ 新民事訴訟法制定じ」国際商事法務32巻 ₇ 号
（2004年）895頁，同「ず」国際商事法務32巻 ₈ 号（2004年）1061頁以下を参
照。

17） 台湾民訴法67条の ₁の ₁ 項は，「訴訟の結果が第三者と法律上の利害関係を
有するときは，裁判所は，第一審又は第二審の口頭弁論終結前の適当な時期
に，当該第三者に対して，訴訟係属及びその進行程度を書面で通知することが
できる。」と規定する。
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を当該第三者に与えているが，現実には，第三者は常に訴訟手続に関与す
る機会を確保されるとは限らない。第三者が自己の責めに帰することがで
きない理由によりその機会を与えられず，すなわち，訴訟に参加しなかっ
た場合には，第三者に対して不利な判決の拘束を強いると，これは，第三
者の訴訟権，財産権を剝奪することも同然である。それ故，手続権保障の
要請から，第三者は，その利益の保護のために必要である限り，原確定判
決の取消しを求めることが許される。従って，第五編の一『第三者再審訴
訟手続』を新設する。」
これを受けて，通説は，第三者再審は，職権による訴訟告知という事前

的手続保障と併せて，事後的手続保障を第三者に与えることを通じて，第
三者の手続的利益の保障を目的とするものであり，それは，基本権と等し
く重要視される手続的利益の保護という憲法上の要請から正当化されると
する18）。
なお，第三者再審制度の目的は，手続保障上，第三者に対して事後的救
済を与えるのではなく，裁判の正確さを確保することにより法の正義を守
り，第三者の利益を守ることにあると唱える少数説もある19）。換言すれ
ば，第三者再審の制度目的は，通常の再審と共通し，誤った確定判決を是
正することにより，法律によって保護されるべき者を保護することにあ
る。通常の再審の訴えの原告適格は原確定判決の当事者に限られ，他人間
の訴訟の結果によって害された第三者は通常の再審の訴えを提起すること
ができないからこそ，第三者再審を設ける必要が生じる。
また，立法論の視点から，第三者再審制度の導入を否定する立場もあ

る。第一は，フランス法に倣って第三者再審制度を導入すること自体を完

18） 許士宦「新修正民事訴訟法上程序保障之新展開」月旦法学教室第 ₆期（2003
年）70頁以下，黄國昌「第三人撤銷訴訟─受判決効力所及第三人之事後程序保
障機制」律師雑誌287期（2003年）73頁，姜世明「浅論両岸第三人撤銷之訴」
月旦民商法雑誌42期（2013年）7頁。

19） 陳栄宗「第三人撤銷訴訟之原告当事人適格」月旦法学雑誌115期（2004年）
191頁。
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全に否定する立場である。その理由は次のとおりである。すなわち，フラ
ンス法では，既判力は，実体法上の効果として，民法により規定されるも
のであり，判決が確定すると，真実の擬制（推定）という効果が発生する
ことから，第三者に対して，そのような効果の不利な影響を免れるため
に，救済の機会を与える必要が生じる。しかし，台湾の民事訴訟法制は，
従前からドイツの民事訴訟法理論を踏襲しており，具体的には，既判力
は，訴訟法の観点から性格付けられるものであり，判決効の相対性の原則
により，既判力は原則として第三者に及ばないとされる点で，フランス法
と峻別される。従って，第三者の不利益を防ぐためには，判決効の相対性
の原則を用いれば足りるから，わざわざ第三者再審制度を持ち出すことは
ないという20）。第二は，たとえ第三者に事後的救済を与える必要がある
としても，すでに前訴の手続に参加した補助参加人が前訴の当事者の一方
を補助して再審の訴えを提起することができる旨を定める台湾民訴法58条
₃ 項の類似適用により21），前訴に参加しなかったがその確定判決と法律
上の利害関係を有する第三者に対しても，再審の訴えを許容すれば足りる
とする立場である22）。
これらの見解に対しては，通説側は，新手続保障論の立場を強調するだ
けで対応する。すなわち，新手続保障論はドイツや日本の伝統的な訴訟観

20） 呂太郎「第三人撤銷之訴─所謂由法律上利害関係之第三人」月旦法学雑誌99
期（2003年）29頁以下。

21） 台湾民訴法58条は，「 ₁当事者双方の訴訟について法律上の利害関係を有す
る第三者は，当事者の一方を補助するため，その訴訟の係属中に，参加を申し
出ることができる。 ₂参加申出は，上訴，抗告その他の訴訟行為と併合してす
ることができる。 ₃当事者双方の確定判決について法律上の利害関係を有する
第三者で前訴に参加した者は，前訴の当事者の一方を補助して再審の訴えを提
起することができる。」と規定する。すなわち，前訴に参加しなかった第三者
は，補助参加を申し出つつ，再審の訴えを提起することは許されないという点
で，日本民訴法とは異なる（日本民訴法45条 ₁ 項）。

22） 民事訴訟法研究基金会編『民事訴訟法之研討（十三）』（三民書局，2006年）
15頁（駱永家発言部分）。
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念とは異なり，台湾において新たに発展した理念であることから，これに
基づいて設けられる法制度を，ドイツや日本の学説から解釈すべきではな
いという23）。また，台湾民訴法の職権による訴訟告知や第三者再審の制
度は，むしろ，日本法の今後の改正に示唆的な視座を提供しうるとも指摘
される24）。

2 ．中国大陸の第三者再審制度の立法目的
前述のとおり，中国民訴法では，第三者再審制度は，第二編「判決手

続」の「再審手続」のところではなく，第一編「総則」の「訴訟参加人」

23） 許士宦「第三人訴訟参与与判決効主観範囲じ─以民事訴訟上第三人之程序権
保障為中心」月旦法学雑誌178期（2010年）109頁，同「ず」月旦法学雑誌179
期（2010年）174頁。

24） 民事訴訟法研究基金会・前掲注22）53─54頁（邱聯恭補充部分）は，「日本に
おいても，他人間の前訴判決によって不利な影響を及ぼされた第三者に対し
て，如何に事前的手続保障ないし事後的手続保障を与えるべきかは，課題であ
る。しかも，第三者への救済の途を通常の再審の訴えに限定するのであれば，
当事者適格の問題が残るので，別の救済を検討する必要が生じる。また，最近
（2003年），日本人事訴訟法の改正作業において，立法政策として，裁判所が，
父子関係不存在の確認訴訟において母親に対し，婚姻関係不存在の確認訴訟に
おいて子に対し，それぞれ職権で訴訟告知をすることができるよう，立法措置
を講じるべきと提唱されている。更に，一般論は，日本民訴法42条及び45条の
規定により，前訴判決が確定した後に補助参加を申し出つつ再審の訴えを提起
することが許される第三者は，あくまでも補助参加人の地位を有するにすぎ
ず，加えて，再審事由が被参加人について判断されることになるため，当該第
三者は，再審訴訟においても，被参加人の訴訟行為と抵触する訴訟行為をする
ことができないとする。以上のとおり，紛争の統一的な解決や手続保障などの
訴訟法的な要請に応えるためには，日本法上の現行諸制度で十分であるとは到
底いえない。しかも，上述のような訴訟告知が行われない場合，如何に第三者
への事後的救済を講じるべきかも，課題である。従って，日本よりも先に設け
られた台湾民訴法58条 ₃ 項（前訴に参加した補助参加人の再審の訴えの原告適
格），67条の1（職権による訴訟告知）及び507条の1（第三者再審の訴え）等の
制度は，日本法の今後の改正にとっても，示唆的で参考の価値を持つと思われ
る。」と説く。



中国大陸と台湾における第三者再審制度⑴

349

のところに置かれており，同法56条 ₁ 項及び ₂項は，中国旧民訴法の規定
をそのまま踏襲したものであるが，同条 ₃項の規定は，2012年の改正にお
いて新設されたものである。その必要性に関して，立法理由書は，次のよ
うに説く。すなわち，近年，当事者の詐害訴訟により第三者の利益が害さ
れる事案が多くみられる。特に，裁判所が調停の機能を強化して以来，当
事者による調停の悪用により第三者の利益が害される事態は，深刻になり
つつある。旧法は，第三者の利益保護のために，第三者の訴訟参加や第三
者異議の訴えなどの制度を用意したが，それらの制度には，それぞれ限界
がある。そこで，法の改正過程においては，通常の再審の訴え又は別途の
訴えを第三者に認めるものと提案されていたが，前者の方法については，
再審の訴えの原告適格が前訴の当事者に限定されること，再審事由が厳格
であり，しかも，第三者の利益が原裁判によって害されたことが独立した
再審事由とはされないこと，原裁判が第二審裁判である場合，再審訴訟の
裁判に対して上訴が許されないから25），第三者の審級利益を保護するた
めに十分とはいえないことなどの問題点，後者の方法については，地裁が
高裁のした原裁判を取り消すのは妥当なのか，後訴裁判が前訴裁判と抵触
する場合， ₂つの裁判の効力を如何に扱うべきなのかという問題点が指摘
された。そこで，同条 ₃項を新設した26）。
通説は，中国民訴法の第三者再審制度は，第一の目的が，誤った裁判を
取り消すことにより，詐害訴訟を抑止し，第三者の実体的利益を保護する
ことにあるとし27），他方，第三者の手続参加の機会ないし利益を事後的

25） 中国民訴法は，二審制を採用する。同法175条は，「第二審裁判所がした判
決・決定は，終審の判決・決定である」と規定する。

26） 全国人大常委会法制工作委員会民法室『民事訴訟法修改決定条文釈解2012』
（中国法制出版社，2012年）61─64頁。

27） 張衛平「中国第三人撤銷之訴的制度構成与適用」中外法学2013年第 ₁期171
頁。通説的見解に関して，蔡虹「民事再審程序立法的完善─以《中華人民共和
国民事訴訟法修正案（草案）》為中心的考察」法商研究2012年第 ₂期29頁，王
福華「第三人撤銷之訴適用研究」清華法学2013年第 ₄期51頁，傅賢国「“第三
人撤銷訴訟”抑或“訴訟第三人異議之訴”─基於我国《民訴法》第56条第 ₃款
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に保護し，すなわち，手続保障という目的をも兼ねるということも否定し
ない28）。これに対して，第三者の実体的利益の保護という目的を完全に
否定し，第三者に手続保障を与えるという点のみを強調する見解もあ
る29）。しかし，第三者は，実体的利益が前訴の確定裁判によって害され
ない場合，前訴で参加の機会が与えられなかったとしても，第三者再審の
訴えを提起することが許されないことを考えれば，第三者の実体的利益の
保護を無視するような見解は，第三者再審の本質を見誤ったものといわざ
るをえない30）。
なお，立法理由書が別途の訴えという案を排した理由において示唆した
とおり，第三者再審制度の導入の背景には，立法上，既判力が明文化され
ておらず，更に，実務上，判決効の相対性の原則が受け入れられないとい
う事情があるという点に注意すべきである。例えば，Aと Bが共謀して
訴外第三者 Cの財産の引渡しを求める訴訟を起こし，Cが知らないうち
に Aが勝訴判決をえてしまったとする31）。判決効の相対性の原則のもと
では，Cには A・B間の判決の効力が及ばず，Cが所有権確認の訴えなど
を提起して自己の権利を守ることが考えられる。ところが，中国民訴法下
では，A・B間の判決の効力は，Cに対しても及ぶとされる。そこで，C

が裁判所に対して提訴した場合，その訴訟物が A・B間の前訴の訴訟物と

的分析」法学評論2013年第 ₅期138頁，劉君博「第三人撤銷之訴原告適格問題
研究」中外法学2014年第 ₁期260頁などを参照。

28） 王・前掲注27）51頁は，第三者に事後的手続保障を与えることは「間接目
的」であると説く。類似の見解に関して，張・前掲注27）171頁，許可「論第
三人撤銷訴訟制度」当代法学2013年第 ₁期39頁などを参照。

29） 宋漢林「第三人撤銷訴訟立法的完善」理論探索2013年第 ₂期117頁。
30） 胡軍輝「案外第三人撤銷之訴的程序建構─以法国和我国台湾地区的経験為参
照」政治与法律2009年第 ₁期147頁は，「本質からみると，第三者再審は，第三
者の実体的利益を守るために設けられたものであり，手続保障のために設けら
れたものではない」と説く。

31） この例は，上原敏夫ほか「中国への法整備支援事業の現状と課題─民事訴訟
法の全面改正」論究ジュリスト ₅号（2013年）226頁を，参考にしたものであ
る。
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同一であるから，裁判所がこれを却下するのは一般的である32）。その意
味では，今回の第三者再審制度の導入は，Cのような者に救済を与える必
要性を考慮に入れたものである。これに対しては，既判力理論は，学説に
おいてその理解が浸透しつつあり，今後，立法上も定着することが必至と
なり，既判力制度が整備された後において，第三者再審制度は，適用範囲
が大いに制限され，余計なものになるともいえるから，立法政策として，
むしろ詐害訴訟であることを独立した再審事由とする方が妥当であろうと
主張される33）。しかし，少なくとも現行法のもと，すなわち，既判力が
認められないという現実においては，判決効の相対性の原則から第三者再
審制度の要否を分析するような見解は，解釈論としての意味がない34）。
また，既判力制度が明文化された後でも，既判力が第三者に拡張するよう
な場合には第三者再審の訴えが認められる余地があるのはいうまでもな
く，しかも，立法理由書からみると，立法者は，通常の再審の原告適格を
第三者にまで拡大して認めるという案を排し，第三者再審制度を導入する
ことにした以上，今後，議論は，立法論よりも，第三者再審の訴えの原
告，第三者再審の訴えの要件，第三者再審の訴えに対する判決の効力，第
三者再審の訴訟手続などの解釈論の問題を，中心として展開すべきであろ
う。そこで，以下では，これらの問題を扱う35）。

32） 実務においては， ₂つの裁判が衝突することは厳格に禁止されるが，万が
一，後訴の裁判所が前訴の裁判があったことを看過して前訴の裁判と矛盾した
裁判を下した場合は，再審により，前訴の裁判と後訴の裁判のいずれかを取り
消し，又は前訴と後訴を併合して新たな裁判を下すという形で対処する（呉兆
祥＝瀋莉「民事訴訟法修改後的第三人撤銷之訴与訴訟代理制度」人民司法2013
年23期18頁）。

33） 張・前掲注27）173─174頁。
34） 劉・前掲注27）262頁，呉澤勇「第三人撤銷之訴的原告適格」法学研究2014
年第 ₃期156頁。

35） 本稿は，日本の立法論の問題点をも扱うものであるから，先に，日本法のも
とにおいて第三者再審制度の導入の要否を明らかにすることを要する。その要
否を検討する際には，最決平成25年11月21日がすでに解釈上，第三者再審を認
めたことを考慮せざるをえない。同決定については，本稿は，最高裁が示した
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解釈上，第三者再審を許容するための要件を中心として，検討を加えることと
し，Ⅳ ₃「第三者再審の訴えの要件」のところにおいて，第三者再審制度の導
入の要否を検討する。




